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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第15

条第３項の規定により、（仮称）郡山市学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約の内容を

次のとおり公表する。 

 

令和８年３月６日 

郡山市長  椎根 健雄   

 

１ 公共施設等の名称及び立地 

(1) 名称 

（仮称）郡山市立中学校給食センター 

(2) 立地 

郡山市安積町成田字長山地内 外 

 

２ 選定事業者の商号又は名称 

福島県郡山市石渕町１番９号 

株式会社郡山スクールランチパートナーズ 

代表取締役 岩東 光男 

 

３ 公共施設等の整備等の内容 

事業者の行う業務範囲は、次のとおりとする。 

(1) 施設整備業務 

a  事前調査業務 

b  設計業務（基本設計・実施設計） 

c  工事監理業務 

d  建設業務 

e  建設に伴う各種許認可申請等の手続業務 

f  調理設備調達業務 

g  調理備品調達業務 

h  食器・食缶等調達業務 

i  事務備品調達業務 

j  配送車両調達業務 

k  近隣対応・周辺対策業務 

l  中間検査・しゅん工検査及び引渡し業務 

m  その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(2) 開業準備業務 

a  開業準備期間中の維持管理 

b  各種設備・備品等の試運転 
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c  従業員等の研修・訓練 

d  調理リハーサル 

e  配送・配膳リハーサル 

f  内覧会、完成式典及び試食会等の開催支援 

g  施設説明資料（パンフレット）データ等の作成 

h  その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(3) 維持管理業務 

a  建築物保守管理・修繕業務（外構・工作物等も含む） 

b  建築設備保守管理・修繕業務 

c  調理設備等保守管理・修繕業務 

d  調理備品等保守管理業務 

e  事務備品保守管理業務 

f  清掃業務 

g  光熱水使用量等管理業務 

h  警備業務 

i  長期修繕計画作成業務 

j  その他これらを実施する上で必要な関連業務 

(4) 運営業務 

a  食材検収業務 

b  調理業務（アレルギー対応食を含む） 

c  配送・回収業務（維持管理等も含む） 

d  洗浄等処理業務 

e  廃棄物処理業務 

f  運営備品保守管理業務 

g  衛生管理業務（従事者の健康管理を含む） 

h  受配校内での配膳業務 

i  食育・喫食促進支援業務 

j  広報支援業務（見学者対応支援を含む） 

k  その他これらを実施する上で必要な関連業務 

 

４ 契約期間 

令和８年３月６日から令和25年７月31日まで 

 

５ 契約金額 

金12,556,520,565円（うち取引に係る消費税及び地方消費税額金1,123,043,661円） 

ただし、上記金額に、事業契約書に定める方法により算定した物価変動、金利変動及び提供

食数等の変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の増減額を加算した額  
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６ 契約終了時の措置に関する事項 

事業契約書の以下の条項のとおりである。 

第６章 契約の終了 

第１節 共通事項 

（契約期間の満了） 

第72条 本契約は、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和25（2043）年７月

31日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、既に

発生している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は

存続する。 

（本事業の終了に伴う引継資料等） 

第73条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、

設計図書、その他施設整備業務に関する書類（ただし、契約終了時点ですでに市に提出し

ているものを除く。また、本件施設の引渡し完了前に終了した場合、事業者が終了時点で

すでに作成を完了しているものに限る。）、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュ

アル、申し送り事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整

備して引き渡さなければならない。なお、事業者は本契約の終了に際して、終了日の遅く

とも６か月前までに前掲の整備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すと

ともに、業務引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。 

２ 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本事業の継続に必要な範囲で無償にて自由に

使用（複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。）し、又は第三

者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する

著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。 

３ 事業者は、第１項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する

著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、

又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は自己の責任及

び費用負担において必要な措置を講ずる。 

（維持管理・運営業務の承継） 

第74条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者

に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間

満了の２年前から協議を開始する。 

２ 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管

理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意され

た事項に従い、前２条に規定する本事業の終了に伴う引継ぎの手続を行う。 

（本事業の終了に伴う検査及び支払） 

第75条 本事業の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運

営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市 
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 の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査

の結果を通知する。 

２ 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等（経年劣化等、本件施設の通常の使用に支障

のないものを除く。以下同じ。）が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すととも

に相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、

当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修

補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代え

て修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の

責めに帰すべき事由による場合（事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に

異議を述べなかった場合は除く。）は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範

囲において市が負担する。 

４ 第２項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用

等の負担は第92条の規定に従う。 

５ 市は、終了した業務に対応するサービス対価Ｂ及びこれに係る消費税及び地方消費税の

額の最終回の支払を、第１項及び第２項に定める検査により修補の必要がないこと、又は

修補の完了及び事業者による修補費用の支払の確認がなされた後に行うものとする。 

（事業終了に際しての処置） 

第76条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、事業用地又

は本件施設内に事業者、構成企業、協力企業又は請負人等の所有又は管理する施設整備業

務に係る工事材料、機械器具、仮設物、若しくは維持管理・運営業務に係る機器類、什器

備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならな

い。 

２ 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき

市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置

を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処

置に要した一切の費用を負担する。 

３ 前２項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市は

その裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事

業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転し

なければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件につい

て、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。

この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権

（ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。）を市に移転しなければならな

い。 
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７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

事業契約書の以下の条項のとおりである。 

第６章 契約の終了 

第２節 契約の解除 

（事業者の債務不履行等による契約の解除） 

第77条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることな

く、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）事業者が、工事開始（着工）予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当

の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な

理由にもとづく説明がない場合。 

（２）事業者による本事業の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市によ

る是正勧告後、定められた期間を経ても是正がなされない場合。 

（３）事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・

運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管

理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。 

（４）事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から30日が経過しても本

件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由に

もとづく説明がない場合。 

（５）事業者が、本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持管理業務については１

年間に連続して30日以上、又は運営業務については１日以上にわたり、本契約等の内

容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。 

（６）維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の

軽症者が出た場合、若しくは構成企業、協力企業又は請負人等が他の学校給食施設に

おいて調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じ、本

事業に具体的な悪影響を与えた場合。ただし、当該構成企業、協力企業又は請負人等

がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に

最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市

の承諾を得た場合においては、この限りでない。 

（７）事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事

再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが

決議されたとき又は他の第三者（事業者の取締役を含む。）によりこれらの申立てが

なされた場合。 

（８）事業者又は代表企業を含む構成企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生

又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者（代表企業を含む構成企業の取

締役を含む。）によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以

後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。 

（９）事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。 

（10）第107条又は第108条の規定に重大な違反があった場合。 
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（11）前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契約

等の目的を達することができないと認められる場合。 

（12）その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合 

 

（談合その他の不正行為に係る市の解除権） 

第78条 市は、事業者の代表企業を含む構成企業が本契約に関し次の各号のいずれかに該当

するときは、本契約を解除することができる。 

（１）構成企業のいずれかが、本事業の募集手続に関して、私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第61条第

１項に基づき排除措置命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法（昭和

37年法律第139号、以下「行政事件訴訟法」という。）第14条に規定する期間内に提起

しなかったとき。 

（２）構成企業のいずれかが、本事業の募集手続に関して、独占禁止法第62条第１項によ

り課徴金納付命令を受け、当該命令の取消の訴えを行政事件訴訟法第14条に規定する

期間内に提起しなかったとき。 

（３）構成企業のいずれかが、本事業の募集手続に関して、排除措置命令等（独占禁止法

第76条第２項に規定する意味をいう。）の取消しの訴えを提起した場合において、当

該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判

決が確定したとき。 

（４）構成企業（構成企業が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法

（明治40年法律第45号）第96条の６又は第198条の規定に該当し、刑が確定（執行猶

予の場合を含む。）したとき。 

（５）構成企業のいずれかが、本事業の募集手続に関して、不正行為を行ったことが本契

約締結後に発覚し、これにより、本事業を事業者との間で継続することが社会通念に

照らして許容されないと認められたとき。 

 

（引渡し前の解除の効力等） 

第79条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に第77条及び前条に基づき本契約の全部又

は完了していない施設整備業務に関する部分が解除された場合、完了していない施設整備

業務のサービス対価に関する市の支払債務は遡及的に消滅する。なお、本件施設又は什器

備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当す

るサービス対価Ａを支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び

什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。 

２ 事業者が本件施設の引渡し完了前に第77条又は前条の各号のいずれかに該当することが

判明した場合には、事業者は、市に対して、引渡し未了の本件施設に係る別紙４-１「サ

ービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Ａに消費税及び地方消費税の額を加えた金

額の100分の10に相当する金額（以下本条において「違約金基準額」という。）を違約金と

して市の指定する期間内に支払わなければならない（疑義を避けるため付言すると、第77
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条又は前条のうち一方の条のみについて複数の号に該当したときにおいて事業者が本項に

基づき支払うべき違約金の額は違約金基準額とする。ただし、第77条又は前条の双方の条

の各号に該当する場合においては事業者が本項に基づき支払うべき違約金の額は、違約金

基準額の２倍に相当する額とする。）。ただし、第19条の規定により、契約保証金の納付又

はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は当該契約保証金又は担保をもっ

て、違約金支払請求権に対する弁済として充当することができる。 

３ 第１項第１文の場合、市は、同項にかかわらず、本件施設の出来形部分又は調達済みで

引渡し未了の什器備品等が存在するときには、検査の上、検査に合格した出来形部分又は

調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、

必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を

最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業

者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること（以下「鑑

定方式」という。）もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市又は事業者が相手方に鑑定

方式を書面で提案してから１か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三

者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他

の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。 

４ 第１項又は前項の場合、市は、引渡し済み部分の業務に相当するサービス対価支払債務

及び当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第２項の違約金支払請求権又は

第５項の損害賠償請求権等の市が事業者に対して有する請求権を相殺することができる。

市は相殺後の残債務額を、解除前の別紙４-１「サービス対価の基本的な考え方」及び別

紙４-２「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払い

により支払うか選択し、事業者へ支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、残債務

額に金利は付さない。市は、この支払については、別紙４-１「サービス対価の基本的な

考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。 

５ 第２項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が

市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるとき

は、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第３項の買受代金と当

該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。 

６ 第３項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建

設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は撤去することが妥

当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担によ

り市の通知に従って取り壊し又は撤去等を行った上で、速やかに事業用地を原状に回復

し、市に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し、撤去等の工事その他の

原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うこ

とができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当

該決定について異議を申し出ることができない。 
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（開業準備業務期間中又は維持管理・運営期間中の解除の効力等） 

第80条 事業者が開業準備業務期間又は維持管理・運営期間に第77条又は第78条の各号のい

ずれかに該当することが判明した場合、維持管理・運営期間第２年度サービス対価Ｂ相当

額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の100分の10に相当する金額（以下

本条において「違約金基準額」という。）の違約金を市が指定する期限までに支払わなけ

ればならない（疑義を避けるため付言すると、第77条又は第78条のうち一方の条のみにつ

いて複数の号に該当したときにおいて事業者が本項に基づき支払うべき違約金の額は違約

金基準額とする。ただし、第77条又は第78条の双方の条の各号に該当する場合においては

事業者が本項に基づき支払うべき違約金の額は、違約金基準額の２倍に相当する額とす

る。）。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害

が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるとき

は、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。 

２ 市は、本事業のうち履行済みの業務に相当するサービス対価Ａ２の元本額及び当該解除

がなされた事業年度のサービス対価Ｂ（当該解除時点までに履行された支払期限未到来の

維持管理・運営に係る対価）の合計額（本契約の全部又は一部が解除されたのが維持管

理・運営期間の初年度の場合は、サービス対価Ａ２の元本額、サービス対価Ｂ（当該解除

時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価）及びサービス対価Ｃ

（完了したと認められる開業準備業務があるときに限り当該業務に係る対価）の合計額）

を、第１項の違約金及び損害金と相殺した上で、事業者へ支払うことができる。市は、相

殺後の残債務額を解除前の別紙４-１「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙４-２

「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支

払うかを選択し、事業者へ支払う。分割払いにより支払う場合には、第79条第４項の分割

払いの規定を適用する。 

３ 市は、第１項に規定される解除の場合において、本件施設が本契約等の内容を満たして

いるかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、本件施設が本契約等の内

容を満たしていない場合には、事業者に対し、本件施設の修繕又は設備等の更新を求める

ことができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は

設備の更新等に係る費用は、第75条第２項から第４項に従う。 

４ 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の

所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。 

 

（モニタリングによる契約の解除） 

第81条 維持管理・運営期間中、別紙９「モニタリングの実施」に定めるモニタリングの結

果、維持管理・運営業務の一部について、別紙10「サービス対価の減額」に定める減額ポ

イントが、維持管理・運営業務に関し、連続する１年間の合計で80以上になった場合に

は、市は、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本

条の定めは、本契約の別の条項に基づく本契約の解除を妨げるものではない。 

２ 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期
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の維持管理・運営業務に係るサービス対価は、当該四半期のうち解除後の期間（解除した

日を含む。）について解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額

した金額とする。また、本契約の一部が解除された場合、当該解除の翌四半期以降の業務

に対する維持管理・運営に係るサービス対価は、解除の対象となった業務に対応する費用

を減額した金額とする。 

 

（市の債務不履行等による契約の解除） 

第82条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除

することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、

什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。 

（１）市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから２か月経過

しても当該支払義務を履行しない場合。 

（２）市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務（金銭債務を除く。）

の履行を怠り、事業者から催告を受けてから30日を経過しても当該不履行が是正され

ない場合。 

（３）前２号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本事業の遂行が不

可能となった場合。 

 

（市の債務不履行等による引渡し前の解除の効力等） 

第83条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に前条の規定により本契約が解除された場

合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合に

は、検査の上、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に支払う。

市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって

取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第79条第

３項の鑑定方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について

引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Ａの額

を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有

権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。 

２ 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を、別紙４-

１「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Ａの支払方法と同様の方法による分

割払い又は一括払いにより支払うことができる。 

３ 第１項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第１項の買受代金を支払金額と

し、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙４-１「サービ

ス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。 

４ 第１項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第４項の分割払いの規定を

適用する。 

５ 第１項に規定される解除の場合において、当該解除により第１項の支払額とは別に事業

者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害（合理的な金融費用
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を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う

者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。）を負担する。 

 

（市の債務不履行等による開業準備期間中の解除の効力） 

第84条 開業準備期間に第82条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件

施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価Ａ１、サ

ービス対価Ａ２の元本額の合計額を、次項から第６項の規定に従って支払う。 

２ 市は、前項の支払代金を、別紙４-１「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と

同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。 

３ 第１項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第１項の支払代金を支払金額と

し、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙４-１「サービ

ス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。 

４ 第１項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第４項の分割払いの規定を

適用する。 

５ 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の

引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。 

６ 第１項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第５項の規定に従

う。 

 

（市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等） 

第85条 維持管理・運営期間に第82条の規定により本契約が解除された場合において、市

は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価

Ａ２の元本額、並びにサービス対価Ｂ（当該解除時点までに履行された支払期限未到来の

維持管理・運営に係る対価）の合計額を支払う。 

２ 市は、前項の支払代金を、別紙４-１「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と

同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。 

３ 第１項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第１項の支払代金を支払金額と

し、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙４-１「サービ

ス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。 

４ 第１項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第79条第４項の分割払いの規定を

適用する。 

５ 解除に伴う契約終了前検査等に関する第80条第３項の規定は本条の場合にも適用する。 

６ 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協

力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。 

７ 第１項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第84条第５項の規定に従

う。 
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（維持管理・運営期間中の解約） 

第86条 市は、６か月以上前に相手方当事者にその理由を通知し、十分な協議を経た後、本

契約の全部又は一部を解約することができる。 

２ 前項による解除の場合、その効力については第83条から前条の規定を準用する。 

 

第７章 法令変更及び不可抗力 

第１節 法令変更により契約の終了 

（法令変更による契約の解除） 

第89条 第87条第１項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が

本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断

した場合には、市は事業者と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第３節の定めに従

う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第88条第２項の規定に従う。 

 

第２節 不可抗力による契約の終了 

（不可抗力による契約の解除） 

第93条 本契約の締結後における不可抗力により、第91条第１項の規定にかかわらず、期限

内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、市が本契約の継続が困難と判断した場

合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議

の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第３節の定めに従

う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第92条の規定に従う。 

 

第３節 法令変更・不可抗力による解除の効力等 

（法令変更・不可抗力による引越し前の解除の効力等） 

第94条 開業準備期間開始前に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合にお

いて本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施

設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については、第83条第１項を

準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び

事業者が折半して負担することとする。 

２ 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力

により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市

は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額

を控除した金額のうち第92条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。 

３ 前２項の金額の支払については、第83条第２項から第４項の規定を、本条においても適

用する。 

４ 開業準備期間開始前に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合におい

て、前３項の支払額とは別に事業者に施設整備業務を終了させるために要する合理的な費
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用（合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業及び事業者に出

資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない費用は除く。以下同じ。）があるとき

は、第89条の規定による解除の場合には第88条に従い、第93条の規定による解除の場合に

は第92条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。 

 

（法令変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等） 

第95条 開業準備期間中に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合におい

て、市は、第84条第１項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷

又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に

基づく支払金額から控除する。 

２ 前項の金額の支払については、第84条第２項から第４項の規定を、本条においても適用

する。 

３ 開業準備期間中に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合において、前

２項の支払額とは別に事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維

持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用

は、事業者が負担する。 

 

（法令変更・不可抗力による維持管理・運営期間開始後の解除） 

第96条 維持管理・運営期間開始後に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場

合において、市は、第85条第１項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施

設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額

を本項に基づく支払金額から控除する。 

２ 前項の金額の支払については、第85条第２項から第４項の規定を、本条においても適用

する。 

３ 維持管理・運営期間開始後に第89条又は第93条の規定により本契約が解除された場合、

事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力

を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。 

４ 解除に伴う契約終了前検査等に関する第80条第３項の規定は本条の場合にも適用する。

ただし、法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第88条に従

い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第92条に従い、

それぞれ市又は事業者が負担する。 

 


